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研究成果の概要：従来、通説的な見地からすると、窃盗罪などの財産取得罪においては、不法

領得の意思を構成する権利者排除意思と利用処分意思の有無によって、その可罰性が判断され

てきた。これに対して、本研究においては客観的な見地から領得行為の内容を明らかにするこ

とを試みた。そこでは、行為者の主観的態度ではなく、客観的な行為態様から財産犯の可罰性

を根拠付け、財産犯相互の関係を明確に区別することができるとした。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 
2007 年度 500,000 0 500,000 

2008 年度 500,000 150,000 650,000 

年度  

年度  

  年度  

総 計 1,000,000 150,000 1,150,000 

 
 
研究分野：社会科学 
科研費の分科・細目：法学・刑事法学 
キーワード：刑法、財産犯、領得 
 
１．研究開始当初の背景 
これまでの財産犯に対する研究において

は、窃盗罪等を例にとって個別の財産犯の保
護法益や、背任罪などそれぞれの財産犯の構
造が検討されてはいた。ただ、これまでのと
ころ、財産犯全体の構造を明らかにすること
を目指した論考はほとんどないという状況
である。 
しかしながら、なぜ財産犯では、等しく他

人の財産に対する侵害が問題になっている
にもかかわらず、その客体、あるいは行為類
型にしたがって個別の犯罪が規定され、また
その罪の重さも異なるのであろうか。例えば、
同じ財産取得罪であるにもかかわらず、他人

の占有下にある物を「自己のもの」とする窃
盗罪や詐欺罪においては最高で 10 年の懲役
が科されるのに対して、自己の占有下にある
物を「自己のもの」とする委託物横領罪にお
いては最高で 5年の懲役が科されるにとどま
る。また、一般的に毀棄隠匿罪より財産取得
罪の方が重いと解されているにもかかわら
ず、前者である器物損壊罪においては最高で
3 年の懲役が科されるのに対して、後者であ
る占有離脱物横領罪においては最高で 1年の
懲役が科されるに過ぎない。だが、このよう
な財産犯相互の関係について、いまだ合理的
な根拠が示されていない状況であった。 
 



２．研究の目的 
（１）全体的目標 
本研究課題においては、以上のような背景

を踏まえて、財産犯をある統一的な観点から
体系化することによって、その全体的構造を
解明すると共に、それぞれ個別の財産犯の適
用領域を浮き彫りにすることで、その相互の
区別基準を明らかにすることを全体的目標
とする。 
 
（２）財産犯相互の関係について 
それぞれの財産犯は、いわゆる財産のどの

ような側面を侵害しているのであろうか。あ
るいは、個人法益とは区別された財産秩序の
側面も侵害しているといえるのであろうか。
これらのことを検討することによって、それ
ぞれの財産犯の構造を明らかにし、さらに現
行刑法においてそれぞれ罪の重さが異なる
ことの合理的な根拠を与えることができる
と思われる。つまり、それぞれの財産犯が、
異なる利益を侵害し、あるいは同種の利益を
侵害しているからこそ、それらの行為ないし
は客体が類型化され、法定刑の異同が生じて
くるものと考えるのである。さもなければ、
現行刑法において、等しく他人の財産への侵
害が問題になっているにもかかわらず、個別
の犯罪が規定され、法定刑が異なるものとさ
れている理由が説明できないと思われる。 
 
（３）不法領得の意思について 
 他方で、これまでの通説は、不法領得の意
思の有無によって、財産取得罪と毀棄隠匿罪
との区別がなされ、またその罪の重さが異な
ることも説明できると主張している。しかし、
客観面に対応する故意と違って、その対応関
係のない主観的超過要素である領得意思に
よって犯罪類型が異なるとするのは不当で
あるし、さらに言えば、逆に、不法領得の意
思を要件とする占有離脱物横領罪が、それを
要件としない器物損壊罪よりも法定刑が軽
い理由を説明できないことになる。ただ、そ
うはいっても、不法領得の意思不要説がそれ
ぞれの財産犯の構造の違い、法定刑の違いを
十分説明してきたかというとそうではない。 
 
（４）領得概念の内実について 
 したがって、本研究課題の全体的目標を達
成するためには、不法領得の意思を基準とす
る立場に依拠するのではなく、領得がいかな
る利益を侵害しているのかという観点から
客観的に財産犯相互の関係を明らかにする
ことがまず求められるのである。すなわち、
これまで窃盗罪等の財産取得罪では、その主
観的要件として領得意思がどのようなもの
であるかが主に議論されてきたが、本研究課
題ではそうではなく、領得概念の客観的内実
そのものが考察されることになる。 

 
３．研究の方法 
（１）基本的手法 
 法学において最も基本的な研究方法をと
った。すなわち、内外の文献・資料を収集し、
それを自己の問題意識に従って整理、分析し
た上で、論文として公刊することである。同
時に研究会等でその内容を報告し、批判を仰
ぐことで更なる考察を深めることにした。 
 
（２）刑法総論的枠組の重要性 
本研究においては、財産犯に関する固有の

文献・資料だけでなく、広く刑法総論に関す
る文献・資料も収集した。というのも、従来
からしばしば見られたのだが、刑法各論の論
点においては、刑法総論の理論的枠組みとは
一旦切り離した上で、それぞれの犯罪の個別
要件が議論されてきたからである。しかし、
犯罪の個別要件を議論するにしても、そこで
は、刑法総論で議論されている理論的枠組、
具体的には違法論、責任論から離れることは
できない。 
 
（３）比較法的観点の重要性 
さらに、邦語文献に限らず、ドイツ刑法の

知見を参照するため、ドイツ語文献を収集し
た。たしかに我が国では、「財産」概念や「客
体」概念について、「財産」とは「経済的財
産」を意味するのか「法的財産」を意味する
のか、「客体」は「個別財産」とするのか「全
体財産」とするのか、「有体性」が基準とな
っているのか「管理可能性」が基準となって
いるのか等の議論がある。しかし、本研究で
問題とする「領得概念」そのものについては
議論が進んでおらず、ドイツ刑法理論の議論
を参考にすることにした。 
 
（４）研究手法の効率化 
また、研究は、基本的に大学研究室におい

て行ったが、図書館等において文献・資料を
収集する際には、その場でモバイル型ノート
パソコンを使い、効率的に文献・資料を整理
することにした。他にも、スキャナやハード
ディスクを活用することにより、文献・資料
を電子的に管理することを試みた。 
 
４．研究成果 
（１）平成 19 年度において 
①当該年度においてはまず「領得の対象」と
は何かについて検討することとした。ここで
は行為者が当該客体を領得するにあたって、
その客体のいかなる側面に着目して手に入
れようとしているのかが問題となる。 
第一に、客体そのものが「領得の対象」で

あるとも考えられる。しかし、行為者は一般
的に客体の価値に着目して、その客体を手中
に収めることを考えているのであり、また客



体に価値が化体しているからこそ所有権等
の対象となって刑法においても保護されな
ければならないと考えられる。したがって、
領得概念においても、その対象としてまず
「価値」に着目する必要があるとした。 
 
②具体的に考えてみると、従来から、他人の
自転車の一時利用は領得意思が欠けること
を理由に不可罰であると考えられてきた。し
かしながら、判例は、他人の自動車の一時利
用について、行為者に一時利用の意思、返還
の意思しかないにもかかわらず、領得意思を
認めた上で、窃盗罪等の成立を肯定する傾向
にある。同じく、営業秘密の侵害についても、
具体的には、会社の秘密情報が記載・記憶さ
れた媒体を一時的に持ち出し、コピーした上
で返還するといった事例において、窃盗罪等
が認められてきた。 
 ここで、当該行為の可罰性を検討するなら
ば、当該物それ自体だけでなく、「物の価値
性」に着目した上で、その判断がなされてい
ると考えられる。すなわち、自動車や営業秘
密においてはその価値が比較的に高いがた
めに、その一時的な利用、持ち出し行為であ
っても許されないと結論付けられる。 
 
③このような視点は、現金の横領を考えた場
合に如実に表れてくる。例えば、1000 円札を
預かった者がそのお札を用いて勝手に自己
のために 120 円の飲み物を買った場合、この
者は 1000 円札それ自体を横領したといえる
であろうか。ここではある特定の客体を取得
したか否かを基準とする見解に依拠する限
りは、1000 円札自体を横領したとの結論に至
らざるを得ない。 
 しかし、この場合は、1000 円札自体を横領
したのではなく、実際には保管を委託された
1000 円という金額のうち、120 円分の金額、
すなわち 120円に相当する価値を横領したと
みるべきであろう。さもなければ、この者は
実際には 120 円分の金額を「自己のもの」に
したにもかかわらず、1000 円札全体を横領し
たとみなされ、例えば、さらに、この者が続
けて残額の 880 円を使って勝手に 500 円の雑
誌を買ったとしても、この第 2行為は不可罰
となってしまうだろう。 
 
④以上の観点を踏まえると、たしかに領得に
おいては客体の「物」に対する不正取得が問
題になっているが、その実質を検討するなら
ば、「物の価値性」をその対象にしていると
考えられる。 
 
（２）平成 20 年度において 
①当該年度においては、昨年度の研究内容を
踏まえて、「領得行為とその結果」について
検討している。そこで、まず、財産犯一般の

不法性について考察すると、所有権など「本
権」に対する侵害から成り立っているのか、
それとも、「本権」の所在を問うことなく、
財産における「事実上の所持・管理」に対す
る侵害があれば十分とするのかという対立
があると分析した。 
 
②後者の考えをとる占有説は、所有権の保護
を目的とした一般的な財産秩序に反して、行
為者が自力救済に出ることを禁じる。「平穏
な占有」ないしは「合理的な理由のある占有」
に限って財産犯による保護を認める中間説
にあっても、当事者において紛争状態が生じ
ている場合は、行為者による自力救済を禁じ、
法的救済制度の利用を強制することが妥当
であると説く。 

しかし、このような考えでは財産犯の不法
内容を十分に基礎付けることができないと
思われる。というのも、財産秩序に反すると
いうだけでは窃盗罪等の財産取得罪におけ
る罪の重さやその違いを説明できないから
である。また、法的救済制度を利用するか否
かはそもそも任意なものであって、刑法によ
ってその利用を強制するのは妥当ではない。 
このような観点からすると、「本権」に対

する侵害という意味で、財産における「利用
可能性」の阻害が財産犯における可罰性を共
通に基礎づけているのではないかと思われ
る。しかし、それだけでは、毀棄隠匿罪と窃
盗罪などの財産取得罪とを比べて後者の法
定刑が重いことを説明することができない。
ここでは、不法領得の意思があることを理由
に後者の法定刑が重いと説明することはで
きない。客観的な不法内容に違いがないにも
かかわらず、行為者の内面的な意図・動機だ
けを理由に重く処罰することは許されない
からである。 
 
③以上の観点を踏まえるならば、そもそも客
観的な不法内容に違いがあって、その点が法
定刑の違いに表れているのではないかと思
われる。そこで、前年度の研究内容を踏まえ
た上で、財産取得罪の客観的な不法内容を考
察すると、それは、財産の「利用可能性」に
対する侵害と共に財産の「価値性」に対する
侵害という 2つの側面から成り立っていると
結論付けた。財産取得罪における領得は、こ
の 2つの侵害結果を惹起することから構成さ
れることになる。 
 他方で、毀棄隠匿罪における損壊等の行為
は、財産の「利用可能性」に対する侵害から
のみ特徴付けられるがゆえに、窃盗罪等の財
産取得罪よりも軽い犯罪類型であると解さ
れる。ただし、占有離脱物横領罪については、
その法定刑が器物損壊罪よりも低い点が問
題になる。占有離脱物横領罪においても領得
行為が想定されるが、占有離脱物横領罪では、



行為以前に既に被害者において当該物の利
用可能性が失われている。それゆえ、占有離
脱物横領罪では財産の「価値性」に対する侵
害しか生じていない。この点につき、現行刑
法では、「利用可能性」に対する侵害と「価
値性」に対する侵害を比較した場合に、前者
の方が重い事態であると想定したとみられ
る。 
 
④さらに、以上の観点を踏まえた上で、「預
金」や「電子マネー」にまつわる具体例を取
り上げ、「領得行為とその結果」が財産の「価
値性」に対する侵害から成り立つことを確認
した。あわせて「預金」や「電子マネー」の
事例に即して財産取得罪相互の関係を検討
したところ、具体的には（電子計算機使用）
詐欺罪と委託物横領罪の違いが問題となる
が、その区別基準は、財産に対する「事実上
の管理・所持」の有無にあると結論付けた。
そこから検討するに、ある財産が「他人の管
理・所持」の下にある場合と、既に「自己の
管理・所持」の下にある場合を比較するなら
ば、後者で問題になる委託物横領罪において
は、行為当時、被害者における「利用可能性」
が既に限定的なものになっていると考えら
れる。それゆえ、委託物横領罪では、窃盗罪
や詐欺罪などと比べて法定刑が軽くなって
いると解した。 
 
⑤結論としてまとめると、（占有離脱物横領
罪を除き）財産犯における客観的不法内容は、
財産の「利用可能性」に対する侵害を基礎に
構成される。さらに、財産取得罪では、領得
がなされることによって、財産の「価値性」
に対する侵害が認められる点において、毀棄
隠匿罪から区別される。また、財産取得罪に
おいては、財産の「利用可能性」に対する侵
害の有無、程度に応じて、その個別の犯罪類
型が区別されるとした。 
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